
第

六

百

六

十

五

号

令

和

八

年

二

月

二

十

七

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関

す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

六
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六
八

○
岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市

町

村

課)

六
八

告

示

○
救
急
病
院
の
認
定

(

医
療
整
備
課)

六
九

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(
地
域
福
祉
課)

六
九

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

六
九

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

七
〇

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(

同

)

七
〇

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)
七
一

○
主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

農
産
園
芸
課)
七
二

○
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可(

公
共
下
水
道)

(

下

水

道

課)

七
二

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

農
地
整
備
課)

七
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

同

)

七
三

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

同

)

七
四

○
令
和
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

(

建
築
指
導
課)

七
四

規

則

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
五
号

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規

則

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則(

昭
和
六
十
年
岐
阜

県
規
則
第
三
十
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正)

２

知
事
の
所
管
す
る
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
九
の
項
を
削
り
、
十
の
項
を
九
の
項
と
し
、
十
一
の
項
か
ら
十
四
の
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日



□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
そ
の
他
(

)

□
個
人
番
号
カ
ー
ド

□
運
転
免
許
証

□
日
本
国
旅
券

□
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

□
そ
の
他
(

)

岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
六
号

岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
各
課(

法
務
・
情
報
公
開
課
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

各
課
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
務
の
目
的
と
す
る
公
益
信
託(

公
益
信
託
に
関
す
る

法
律(

令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下｢
公
益
信
託
法｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
第
一
号

の
公
益
信
託
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
係
る
公
益
信
託
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
の
徴
収
又
は
検
査
若
し
く
は
質
問
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
の
表
法
務
・
情
報
公
開
課
の
項
第
三
号
中｢

前
二
号｣
を｢

前
三
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３

法
務
・
情
報
公
開
課
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
務
の
目
的
と
す
る
公
益
信
託
に
係
る

公
益
信
託
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
又
は
検
査
若
し
く
は
質
問
に
関
す

る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
七
号

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
注
第
一
号
中｢､

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
｣

を
削
り
、
同
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
注
第
一
号
中｢､

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
｣

を
削
り
、
同
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
注
第
一
号
中｢､

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
｣

を
削
り
、
同
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
注
第
一
号
中｢､

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
｣

を
削
り
、
同
様
式
中

｢

｣

を

｢

｣

に

改
め
る
。
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公
立
東
濃
中
部
医
療
セ
ン

タ
ー

医

療

機

関

名

土
岐
市
肥
田
町
浅
野
一
〇
七
八

番
二
〇
〇

所

在

地

自

令
和

八
・

二
・

二

至

令
和
一
一
・

二
・

一

有

効

期

間

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
八
十
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
八
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

関
な
の
は
な
整
形
外
科

関
市
上
白
金
一
〇
六
二

令
和

八
・

一
・

一

あ

さ

の

内

科

各
務
原
市
蘇
原
希
望
町
四
丁
目
三
一
番

地
一

同

不

破

医

院

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
一
六
七
四
―
一

同

カ
ワ
サ
キ
歯
科
医
院

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
〇
八
九
―
一

同

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

東
濃
中

部
医
療
セ
ン
タ
ー
前
薬
局

土
岐
市
肥
田
町
浅
野
一
〇
七
八
番
二
〇

〇

令
和

八
・

二
・

一

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

土
岐
店

土
岐
市
肥
田
浅
野
梅
ノ
木
町
一
丁
目
五

番

同

ハ
ー
ブ
調
剤
薬
局
西
可
児

店

可
児
市
帷
子
新
町
二
丁
目
九
七
番
地
フ

ォ
レ
ス
ト
西
可
児
一
〇
二
号

同

岐
阜
県
告
示
第
八
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

早
川
胃
腸
科
外
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

山
県
市
岩
佐
七
八
三
―
一

令
和

七
・
一
二
・
一
五

あ
ず
ま
整
形
外
科

関
市
上
白
金
一
〇
六
二

令
和

七
・
一
二
・
三
一

あ

さ

の

内

科

各
務
原
市
蘇
原
希
望
町
四
丁
目
三
一
―

一

同
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不

破

医

院

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
一
六
七
四
―
一

同

カ
ワ
サ
キ
歯
科
医
院

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
一
〇
八
九
―
一

同

岐
阜
県
告
示
第
八
十
四
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

ユ
ニ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

マ
ツ
バ
ラ
薬
局

旧

マ
ツ
バ
ラ
薬
局

土

岐
口
店

土
岐
市
土
岐
口
南
町
四
―
七
〇

令
和

八
・

一
・

一

岐
阜
県
告
示
第
八
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

郡

上

市

長

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
二
二

八
番
地

訪
問
看
護

郡

上

市

民

病

院

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
一
二

六
一
番
地

令
和

七
・
一
二
・

一

同

同

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



岐
阜
県
告
示
第
八
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
十
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

き
た
が
た
調
剤
薬
局

本
巣
郡
北
方
町
北
方
字
地

下
前
五
八
二
―
一
四

令
和

七
・

六
・

一

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
十
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

粕

川

調

剤

薬

局

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
黒
田
四

四
二

令
和

七
・

九
・
三
〇

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

株
式
会
社
ウ
ィ
ー
ズ

新

大
阪
府�
木
市
西
駅

前
町
十
三
番
二
五
号

旧

埼
玉
県
北�
飾
郡
松

伏
町
築
比
地
七
九
五

番
地
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

ご

う

ど

調

剤

薬

局

安
八
郡
神
戸
町
神
戸
一
六

七

令
和

七
・

九
・
三
〇

同

同同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



酒
米

酔
む
す
び

岐
阜
県
告
示
第
八
十
七
号

主
要
農
作
物
の
奨
励
品
種
に
関
す
る
告
示(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一
の
表
平
坦
地
帯
の
部
う
る
ち
の
項
中｢

、
あ
さ
ひ
の
夢｣

及
び｢

あ
き
さ
か
り
及
び｣

を
削
り
、

｢

ほ
し
じ
る
し｣

の
下
に｢

、
清
流
の
め
ぐ
み
及
び
に
じ
の
き
ら
め
き｣

を
加
え
、
同
表
中
山
間
地
帯

の
部
う
る
ち
の
項
中｢

及
び
ひ
と
め
ぼ
れ｣
を｢

、
ひ
と
め
ぼ
れ
、
清
流
の
め
ぐ
み
及
び
に
じ
の
き
ら

め
き｣

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
の
表
山
間
高
冷
地
帯
の
部
う
る
ち
の
項
中｢

、
は
な
の
舞
い｣

を
削
り
、｢

及
び
ひ
と
め
ぼ
れ｣

を｢

、
ひ
と
め
ぼ
れ
及
び
清
流
の
め
ぐ
み｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
八
十
八
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

岐
南
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

岐
南
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
八
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

笠
松
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
下
水
道
事
業

笠
松
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
九
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
加
茂
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

坂
祝
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
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美
濃
加
茂
都
市
計
画
下
水
道
事
業

坂
祝
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
九
十
一
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
加
茂
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

施
行
者
の
名
称

川
辺
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

美
濃
加
茂
都
市
計
画
下
水
道
事
業

川
辺
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
年
十
二
月
十
日
か
ら

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
・
暗
渠
排
水)

地
区
名

瑞
浪
中
部
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
か
ら

令
和
八
年
三
月
十
九
日
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
中
野
方
地
区
の
換
地
処
分
を
令
和
八
年
二
月
十
二
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十

九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業

(

農

道

整

備

)

事

業

の

種

類

高

山

南

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

七
・

五
・
三
〇

工
事
完
了
年
月
日

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
下
野
地
区
の
換
地
処
分
を
令
和
八
年
二
月
十
二
日
に
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
九

条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

○
令
和
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

建
築
士
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
級
建
築

士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(
昭

和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜

県
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

期
日
及
び
時
間

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

令
和
八
年
七
月
五
日(

日)

午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

令
和
八
年
九
月
十
三
日(

日)

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日(

日)

午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で

設
計
製
図
の
試
験

令
和
八
年
十
月
十
一
日(

日)

午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二

試
験
地

１

二
級
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー

第
一
別

館設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー

第
一
別

館

２

木
造
建
築
士
試
験

学
科
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー

第
一
別

館設
計
製
図
の
試
験

各
務
原
市
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
一
―
二
一

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー

第
一
別

館

三

受
験
申
込
手
続

１

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み

一�
受
験
申
込
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

令
和
八
年
四
月
一
日(

水)

か
ら
同
月
十
四
日(

火)

ま
で

受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
最
終
日
の
午
後
四
時
ま
で

二�
受
験
申
込
方
法
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公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w

w
w
.jaeic.or.

jp/)

に
お
い
て
、
必
要
な
事
項
を
入
力
し
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
以
外
に
よ
る
受
験
申
込
み

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
受
験
申
込
み
が
行
え
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
別
途
受

付
方
法
の
案
内
が
あ
り
ま
す
の
で
、
令
和
八
年
四
月
七
日(

火)

ま
で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部(

電
話
番
号
〇
五
〇
―
三
六
四
五
―
八
四
二
二)

ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

四

学
科
試
験
の
免
除

令
和
四
年
以
降
に
実
施
し
た
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
お
い
て
学
科
の
試
験
に

合
格
し
た
者
の
う
ち
、
合
格
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
設
計
製
図
の
試
験
の
受
験
回
数
が
二
回
以
内

の
者
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
合
格
し
た
試
験
に
係
る
本
年
の
学
科
の
試
験
を
免
除
し
ま
す
。

五

合
格
者
の
発
表

令
和
八
年
十
二
月
三
日(

木)

の
予
定

な
お
、
学
科
の
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
八
月
二
十
四
日(

月)

に
発
表
の
予
定

六

そ
の
他

１

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
、
二
級
建
築
士
試
験
に
あ
っ
て
は
令
和
八
年
六
月
二
十
四
日(

水)

頃
か
ら
、
木
造
建
築
士
試
験
に
あ
っ
て
は
同
年
七
月
八
日(

水)
頃
か
ら
公
益
財
団
法
人
建
築
技

術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(https://w
w
w
.jaeic.or.jp/)

に
お
い
て
公
表
し
ま

す
。

２

受
験
に
際
し
、
身
体
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
受
付
期
間
内
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
本
部(

電
話
番
号
〇
五
〇
―

三
六
四
五
―
八
四
二
二)

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

３

こ
の
試
験
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
東
海

北
陸
支
部(

電
話
番
号
〇
五
二
―
二
六
一
―
六
八
一
六)

又
は
公
益
社
団
法
人
岐
阜
県
建
築
士
会

(

電
話
番
号
〇
五
八
―
二
一
五
―
九
三
六
一)

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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社


